
 

 

 
 

２０２６年１月５日  

京都信用金庫  

 

「相続専用定期預金  Baton」の金利引き上げについて  

 

京都信用金庫（本店：京都市下京区、理事長：榊󠄀田  隆之）は、２０２６年１月

５日（月）以降にお預け入れいただく「相続専用定期預金 Baton」について、金

利引き上げを実施しますので、お知らせいたします。  

当金庫では、今後もお客様の多様なニーズにお応えできる商品やサービスの拡

充に努めてまいります。  

 

記  

 

 

１．実施日  

２０２６年１月５日（月）  

 

２．適用金利  

預入期間  

６ヵ月  

現行  変更後  

年０．４５％ （税引前）  年１．５％（税引前）  

※詳細については商品概要説明書をご覧ください。  

 

   以上  

https://www.kyoto-shinkin.co.jp/personal/asset/teiki/pdf/baton/overview.pdf

